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報告事項

大井川地区の再編後の公共交通利用状況について
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大井川地区の再編後の公共交通利用状況

大井川地区デマンドタクシー登録状況 （R5.3.16時点）

・R４．10月以降から約100名増加したものの、地区人口の3.4％ほどとなっている
・上泉・つつじ平が登録者数、登録割合とも最も多い
・女性登録者が多く、年代別では70代以上が約61％となっている
・手帳保持者の登録が多い（72名）



（人）
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大井川地区の再編後の公共交通利用状況

利用状況について

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 ２月 小計

63 32 48 43 31 50 45 36 41 57 49 495

22 30 56 55 57 54 50 45 28 14 21 432

2 1 0 0 8 4 4 3 4 2 2 30

0 0 0 6 0 7 2 4 1 0 1 21

8 20 58 56 50 55 58 38 21 6 6 376

95人 83人 162人 160人 146人 170人 159人 126人 95人 79人 79人 1,354人
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一般 手帳保持者

小学生 介護者

未就学児 利用者計

・R４．12月以降は、利用者が100人未満となっている
・手帳保持者の利用が多い

・加工センター行き、つつじ平行き、ともに１便～
３便・８便の利用が多い
→ 午前の便(８時～10時頃)と夕方の便(15時～
16時頃)の利用が多くなっている
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大井川地区の再編後の公共交通利用状況

停留所別 乗降者数

・利用されていない停留所が多い

・大井川庁舎と宮島での乗降が多い
・グランリバー南の利用が伸びて
きている

・上半期に利用が無かった飯淵の
利用が増えた

利用されていない停留所 （31箇所）
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利用

回数

実利用

者数
男 女 10未満10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上その他

上泉・つつじ平 273 21 8 13 1 1 2 7 10

上新田 35 4 1 3 2 2

相川 43 9 4 5 1 1 1 6

下江留 15 3 1 2 1 2

上小杉 38 3 2 1 3

西島 6 2 2 2

中島 4 1 1 1

宗高 12 4 1 3 1 1 2

吉永 697 9 1 8 2 1 2 2 2

飯淵 42 4 4 1 1 2

利右衛門 12 1 1 1

高新田 86 8 2 6 1 1 1 4 1

藤守 55 10 2 8 1 2 1 3 3

下小杉 2 1 1 1

介護者登録 34 1 1

1,354 81 22 58 3 2 2 0 3 1 10 24 35 1

27.5% 72.5% 3.7% 2.5% 2.5% 0.0% 3.7% 1.2% 12.3% 29.6% 43.2% 1.2%

地区別 利用者内訳（令和５年２月末）
実利用者数は81
名で、10月以降
19名増加した

上泉・つつじ平、
吉永は利用回数、
実利用者が多い

相川、高新田、藤
守は実利用者数
が多い

上半期に利用が
無かった中島、飯
淵、下小杉から
の利用があり、全
地区に利用が広
がった

７割以上が女性、
年齢別では、７割
以上が70代以上

大井川地区の再編後の公共交通利用状況
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大井川地区の再編後の公共交通利用状況

令和４年度 28,248人 令和３年度 22,563人

大井川地区の公共交通の利用状況
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内容 実施時期

自治会別相談会 4月～５月
地区内全自治会と大井川公民館の計16会場で相談
会を実施

自治会や地域の

会合で出前講座
９月～３月

自治会や地域の会合に参加し、運行内容の説明

や登録受付を行った。計21回実施。

団体の会合での

協力依頼

5月・９月・
12月

社会福祉協議会より協力を得て、地域ふれあいサ

ロンボランティア連絡会、大井川地区ケアマネー

ジャー連絡会で、関係者への周知を依頼

イベントでのPR ４月・７月・11月
大井川マルシェ及び踊夏祭、大井川フェアに

PRブースを設け、来場者に運行内容の説明や
登録受付を行った。

かわら版の発行 ６月、10月
デマンドタクシーの運行内容等を地域の方へお知

らせする『かわら版』を作成し、自治会を通して

組回覧で周知を図った。

愛称及び

キャラクター公募
10月・３月

公募により愛称を「くるりん号」に決定。

キャラクターイラストを現在募集中。

大井川地区デマンドタクシー周知活動
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大井川地区の再編後の公共交通利用状況
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くるりん号 停留所大井川地区

デマンドタクシー

課 題

地域によっては
停留所まで遠く
利用しづらい

利便性向上のための改善策

地域や利用者から要望があった
場所をもとに停留所を増設する
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大井川焼津線 大井川庁舎から南地区・東地区をカバーし、
市立総合病院を経由、海岸沿いを運行して
焼津駅までを結ぶ路線

大井川庁舎から焼津駅まで移動できることが
利点であるものの、片道の走行距離が24ｋｍ
と長く、１時間以上の乗車時間となっている

課 題

大井川地区内の移動に関して、デマンドタク
シーが運行されたことにより、機能が重複す
る部分がある

時間短縮となるような経路の検討
デマンドタクシーとの役割分担による効率化

利便性向上のための改善策
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協議事項

焼津市地域公共交通網形成計画の
計画期間延長について
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焼津市地域公共交通網形成計画について
（平成30年３月策定）

自家用車の普及や急速に進む少子高齢化と人口減少に伴う生産年齢人口

の減少等により、バス利用者数は減少傾向にあり、地域公共交通を取り巻く
環境は厳しい状況にあります。

このような状況を踏まえ、本計画では、当市の現状整理や公共交通の利用
状況を分析することで、公共交通の目指すべき役割を明確化し、将来のまち
づくりと連携した望ましい公共交通計画のあり方をまとめ、当市における公共
交通の維持・活性化を図ることを目的としています。

※地域公共交通活性化再生法の改正（R2.11.27施行）により、地域公共交通計画

（現地域公共交通網形成計画）の策定が努力義務となっています。

焼津市地域公共交通網形成計画の計画期間延長について
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焼津市地域公共交通網形成計画（概要版） 平成30年3月 焼津市
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１ 計画期間延長の趣旨

公共交通を取り巻く状況は、新型コロナによる生活様式の変化を要因として公共交通の利用者

が従前と比べて減少していることや、高齢者の免許返納、燃料の高騰化など、さまざまな課題へ

の対応が必要な状況となっております。このため、現計画における施策・事業に加え、新たな課

題を踏まえた次期計画の策定が必要だと考えているところです。

一方で、当市では令和４年度に大井川地区において、広域なデマンドタクシーの導入や路線バ

スの延伸を行い、その成果を見極めながら再編を継続しており、一定期間の実績を基にして、今

後の目標を定める必要があります。また、まちづくり政策と密接に関連することから、来年度策

定予定である「焼津市立地適正化計画」との連携や、社会情勢の変化を計画に反映していくこと

が望ましいと考えます。

これらのことから、現計画期間を１年間延長し、大井川地区再編の事業継続を図るとともに、

同時並行で関係者と新たな課題に対する協議を行い、次期計画の策定を進め、切れ目なく移行し

ていくことを目指します。

焼津市地域公共交通網形成計画の計画期間延長について

２ 計画期間延長に伴う変更内容
（１）計画の期間

現行の計画期間 平成30年度(2018年度）～平成34年度(2022年度)を
令和５年度（2023年度)まで延長する

（２）計画の目標

計画期間延長に伴い、目標年次を令和５年度とする。数値は変更しない

（３）実施スケジュール

計画期間延長に伴い、実施スケジュールを令和５年度まで延長する


